
国立国語研究所研究教育職員の任期に関する規程 

 

平成２８年１０月 １日 

国語研規程  第８２号 

改正 令和 ３年１０月１４日 
改正 令和 ４年 ４月 １日 
改正 令和 ７年 ４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，人間文化研究機構の研究教育職員の任期に関する規程（人間文化研究

機構規程第１１８号。以下「機構任期規程」という。）に基づき，国立国語研究所におけ

る研究教育職員の任期について必要な事項を定めるものとする。 

 

（任期を定める研究教育職員の組織等） 

第２条 機構任期規程第２条から第５条までの規定に基づき，任期を定めて任用する研究

教育職員の組織等は別表に定めるとおりとする。 

 

（適用除外） 

第３条 有期雇用職員として大学共同利用機関法人人間文化研究機構に在職した者を，任

期付き研究教育職員に採用する場合，前条の規定に関わらず，その通算した契約期間が機

構任期規程第４条第２項に定める期間を超えない範囲で，任期を変更するものとする。た

だし，平成２５年４月１日以降に開始される雇用契約期間の内，６月以上の空白期間があ

り，当該空白期間前に雇用契約期間が満了しているものについては，通算契約期間に算入

しない。 

 

（同意） 

第４条 機構任期規程第７条の規定に基づき，任用される者の同意を得るときは，別紙様式

によるものとする。 

 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか，研究教育職員の任期に関し必要な事項は，別に所長

が定める。 

 

 

附 則 

この規則は，平成２８年１０月１日から施行し，同日以降に新たに採用されるものについ

て適用する。 

附 則 

この規則は，令和３年１０月１４日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 
  附 則 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 



附 則 
この規則は，令和７年４月１日から施行する。  



別表 任期を定めて雇用する研究教育職員の組織等（第２条関係） 

 

組織 職 任期 再任に関する事項 

研究系 

共同利用推進センター 

次世代言語科学研究センター 

ＩＲ推進室 

助教 ５年 

可否 任期 回数 

否 - - 

 

  



別紙様式 
 

同 意 書 

 

 

  年  月  日 

 

国立国語研究所長 殿 

 

（氏名）             

 

 

 

私は，国立国語研究所○○○に就任するに際し，大学の教員等の任期に関する法律（平

成９年法律第８２号）第４条第１項第２号及び国立国語研究所研究教育職員の任期に関す

る規程（国語研規程第８２号）第３条の規定に基づき，下記のとおりの任期により雇用さ

れることに同意します。 

 

 

記 

 
 

    年  月  日から    年  月  日まで 

 

 

 

 

 

 

 

注：○○○の部分には，別表に規定する組織及び職を記入する。 


